
  成年後見制度や遺言など、 

 人生の後半で役立つ法律の「いろは」を 

 弁護士がわかりやすく説明します。 

 今回のセミナーをきっかけにして、 

 将来に備えてみませんか？ 

そもそも終活ってなに？ 

亡くなった後、子どもに    

迷惑をかけたくない 

身寄りがなく、認知症に   

なった時が心配・・・ 

困った時はどこに相談したら  

よい？ 

 京都市岩倉図書館×法テラス京都 

日時 令和５年９月２５日（月）１４時～１５時 

講師 笹山 亜衣 弁護士 

（京都弁護士会所属・法テラス京都法律事務所） 

定員 ２０名（事前予約制※予約に空きがあれば当日受付も可） 

※9月1日（金）から受付開始します。 

カウンターまたはお電話でお申し込みください。 

会場 

・申込先 

〒606-0013 京都市左京区岩倉下在地町16 

（公財）京都市生涯学習振興財団  京都市岩倉図書館 

京都バス「岩倉農協前」下車すぐ 

ＴＥＬ：075-702-8510  

共催：京都市岩倉図書館／日本司法支援センター京都地方事務所（法テラス京都） 

第２回予告：令和５年１１月１３日

「消費者被害を知って、詐欺から身を守ろう！」

く ら し に 役 立 つ 法 律 の 「 い ろ は 」  

第1回 「成年後見・遺言について学ぼう！」 
～人生後半を安心して過ごすために～ 

 
どなたでもご参加 

参加無料 

いただけます！ 


